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資　料　編
１　温室効果ガス削減に向けた国際動向
大気中の温室効果ガス濃度の上昇は地球の温暖化をもたらし、海面の上昇を始めとする様々な現象を引き
起こし、これに伴って生態系や人間社会に対する影響が生じるとされている。気候変動に関する政府間パネ
ル（IPCC）が２００７年に発表した第４次評価報告書では、「気候システムの温暖化には疑う余地がない」ことを
科学的に示し、「２０世紀半ば以降に観測された世界平均気温の上昇のほとんどは、人為起源の温室効果ガス濃
度の観測された増加によってもたらされた可能性が非常に高い」としている。主な温室効果ガスである二酸
化炭素（CO２）は、石油・石炭などの化石燃料を燃やしてエネルギーを作り出すときに発生するもので、社
会経済活動に深く根ざしていることから、この削減を進めることが求められる。
１９９２年に採択された「気候変動に関する国際連合枠組条約」（UNFCCC）では、その究極の目標として、「気
候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化
させること」が掲げられ、１９９７年に同条約の第３回締約国会議（COP３）で締結された京都議定書に基づい
て、２０１２年までの第１約束期間における温室効果ガスの排出の削減が進められてきた。２００９年に開催された
ラクイラサミットでは、世界全体の温室効果ガス排出量を２０５０年までに少なくとも５０％削減するとの目標が
再確認され、ポスト京都議定書の枠組みの構築に向けた交渉が進められてきたところである。
一方、２０１３年からの第２約束期間について、日本は、全ての国が参加しない京都議定書は公平性、実効性
に問題を抱えているとの観点から、参加しないことを表明している。このため、第２約束期間においては、
２０１２年１２月のCOP１８により決定した国際排出量取引による京都メカニズムのクレジットについて、国際的な
移転や獲得を行うことはできない。現在、全ての国が参加する２０２０年以降の将来枠組みの構築に向けた議論
が進められているところであり、日本では、途上国への優れた温室効果ガス削減技術・製品・システム・
サービス・インフラ等の普及や緩和活動を加速し、途上国の持続可能な開発に貢献するとともに、日本から
の温室効果ガス排出削減・吸収への貢献を、測定・報告・検証方法論を適用し、定量的に評価して日本の削
減目標の達成に活用する「二国間オフセットクレジット」を始めとする新たな市場メカニズムの具体化を推
進している。
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２　温室効果ガスの削減に関する法制度
１　地球温暖化対策の推進に関する法律

京都議定書の採択を受け、国、地方公共団体、事業者及び国民が一体となって地球温暖化対策に取り組
むための枠組みを規定したものであり、日本における地球温暖化対策の第一歩として１９９８年に制定・公布
された。
議定書が発効した２００５年における改正では、第一約束期間（２００８～２０１２年度）の温室効果ガス削減目標
である－６％を達成するため、温室効果ガスを一定程度以上排出する者に対して、排出量を算定し国に報
告することを義務付け、国が報告された情報を集計・公表する「温室効果ガス排出量算定・公表制度」が
導入された。これは、温室効果ガスの排出者自らが排出量を算定することによって自らの排出実態を認識
し、自主的取組のための基盤を確立するとともに、排出量の情報を可視化することによって、国民・事業
者全般の自主的取組を促進し、その機運を高めることを目指したものである。
対象となる事業者は以下の通りである。

報告の対象となるのは、京都議定書に定められている６種類の温室効果ガス（二酸化炭素（CO２）、メタ
ン（CH４）、一酸化二窒素（N２O）、ハイドロフルオロカーボン類（HFCs）、パーフルオロカーボン類
（PFCs）、六ふっ化硫黄（SF６））である。CO２を基準としたときにどれだけ温暖化する能力があるかを示
す地球温暖化係数（GWP）は、CH４で２５、N２Oで２９８とされ、温室効果ガスの種類によって温暖化能力は
異なっている。
また、冷蔵・冷凍設備の冷媒として使用されているHFCは地球温暖化係数がCO２の数百～数千倍高く、

漏れ出した場合の影響が大きいことから、２０１２年４月に閣議決定した環境基本計画の中でもHFC対策の検
討が盛り込まれている。設備交換の際には代替フロンやGWPの小さい媒体を選ぶことが重要である。
 

表　温室効果ガス排出量算定・公表制度の対象事業者
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